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南会津町農業委員会総会議事録 
 

 

１ 開 催 日 時    平成３０年５月１６日（水） 午後１時３０分 

 

 

２ 開 催 場 所    南郷総合センター 

 

 

３ 出席委員数    １７人 

会     長 ３０番 五十嵐伸人 

会長職務代理者 ２９番 室井 文一 

   委     員       

２番 平野 恒二   ３番 赤井 美洋   ７番 五十嵐喜一  

９番 渡部 昭雄  １０番 齋藤  融  １１番 目黒久一郎 

 １２番 星  利一  １３番 平野 信行  １４番 山内  敬 

１５番 馬場 久男  １７番 湯田 孝義  ２１番 大竹  実 

２４番 小野  孝  ２６番 星 又エ門  ２７番 星  久光    

 

 

４ 欠席委員数    １３人 

   １番 小山 裕司   ４番 星  和孝   ５番 渡部 和幸  

６番 浅沼 誠治   ８番 小椋貴一郎  １６番 湯田 義三 

１８番 猪俣 忠久  １９番 塩生 隆晴  ２０番 五十嵐久長 

２２番 湯田 重行  ２３番 星  清次  ２５番 月田  宏 

  ２８番 渡部 一男 

         

５ 議 事 日 程 

   第１ 欠席委員の報告について 

第２ 議事録署名委員の指名について 

   第３ 報告第１号 会務報告について 

   第４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第５ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

第６ 議案第３号 現況確認証明申請について 

第７ 議案第４号 農用地利用集積計画決定について 

第８ 議案第５号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

第９ 議案第６号 南会津農業振興地域整備計画変更に対する意見について 

 

６ 農業委員会事務局職員 

   事 務 局 長   五十嵐 小一郎 

   局長補佐兼係長   八木沢 誠 二 

    



７ 会 議 の概 要 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

事務局が開会を告げ、会長が挨拶をした後、南会津町農業委員会総会

会議規則第５条の規定に基づき、会長が議長となり議事に入る。 

  

 それでは、只今から議事に入ります。 

 

日程第１「欠席委員の報告について」でありますが、会議規則第４条

の規定により欠席の届け出がありました委員は、 1番 小山裕司委員、 

4番 星 和孝委員、  5番 渡部和幸委員、  6番 浅沼誠治委員、 

8番 小椋喜一郎委員、16番 湯田義三委員、  18番 猪俣 忠久委員 

19番 塩生隆晴委員、  20番 五十嵐久長委員、22番 湯田重行委員、 

23番 星 清次委員、  25番 月田 宏委員、 28番 渡部一男委員、 

であります。 

本日の出席委員数は 17 名ですので、農業委員会等に関する法律第 27

条第３項の規定による過半数に達しております。 

 

日程第２「議事録署名委員の指名について」でありますが、会議規則

第 20 条第２項の規定により、17 番 湯田孝義 委員、21 番 大竹 実委

員を指名いたします。両名には、本総会における議事録への署名をお願

いいたします。 

 

日程第３「報告第１号 会務報告について」を議題といたします。 

事務局から報告してください。 

 

（事務局長が会議資料により、会議等の内容を説明しながら報告する。） 

 

 只今 事務局から会務の報告がありましたが、何かご質問ございませ

んか。 

 

（「ありません。」の声あり） 

質問がないようですので、会務報告を終わります。 

 

 日程第４「議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

 １件目の番号１について、地区担当調査員の 16 番 湯田義三委員が

欠席ですので、事務局から調査結果の報告をしてください。 

 

 事務局の八木沢です。 

 １６番湯田義三委員が本日欠席となっておりますので、以下申請書に
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事務局 

(局長) 

 

 

基づき調査した結果を預かっておりますので、ご説明いたします。 

 事件番号１番について、説明します。申請事由ですが、譲渡人が９３

歳と高齢になりましたので、耕作が困難になったこと、所有する農地が

相続によって分散して耕作放棄地化することを避けるため、地元にいる

孫に生前贈与したい、という内容です。申請地でありますが××××、

田、2627㎡ほか 1筆、で合計が 2775㎡、畑が 8筆で 1646㎡です。譲受

人の世帯の経営状況ですが、農業従事者が 3 名、譲受人の農業従事日数

は 3人の合計で 220日となっています。申請地の合計面積なんですが、

4421㎡でございまして、農地法第 3条第 2項第 5号に定める下限面積の

50アールに達しておりません。譲受人が集約的に花卉、リンドウを栽培

されるそうなんですが、下限面積の例外規定がございまして農地法施行

令第 2条第 3項第 1号に定める権利の取得後における耕作の事業が、草

花等の栽培でその経営が集約的に行われるものに該当するもの、という

ことで、以上の状況におきまして許可条件を満たすと考えております。

農地法第 3条の許可申請は、以上の内容でございますのでよろしくご審

議のほどお願いいたします。 

 

ありがとうございました。説明が終わりました。ただちに質疑に入り

ます。発言のある方は、挙手願います。本案に対してご質疑ございませ

んか。 

 

 （「ありません。」の声あり） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 以上で議案第１号の審議を終了します。 

 

続きまして、日程第５「議案第２号 農地法第５条の規定による許可

申請について」を議題といたします。番号１について前回の総会で継続

審議案件となった事案であります。前回の総会以降の経過等を含めて事

務局から提案してください。 

 

前回の総会で継続審議案件となった番号 1 について、その後の経過で

ございますが、総会終了後に申請人である賃借人の○○○○及びその現

場責任者、さらには本申請の代書人に対して、転用許可前の工事着手が

あったことにより、申請事案については継続審議となり、1 か月後の第



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

5 回総会で再審議されることを通知しました。同時に工事着手に至った

経緯を聞き取りいたしました。その結果、申請人の方から、資料 12 の内

容のとおり顛末書の提出がありました。資料 12 をご覧ください。 

4 月 16 日から工事着手の段取りをして、14 日の土曜日に重機及び工

事資材等を現地に搬入したということです。委員の方から、それ以前か

ら土砂を運んでいたという目撃情報もありましたので、確認したところ、

隣接する××××工事の方でも、土砂を運び出してはいないが、基礎工

事の段階で地中からコンクリートガラがでたので、それを運び出したこ

とはあるということでした。 

 経緯の中で、事務局から原状復帰を指導されたということであります

が、厳密にいうと我々が現地に行ったときに、表土が山になっていまし

たので、それらを敷きならして耕作可能状態に戻すよう指示いたしまし

たが、既に運びだしてしまった耕土と道路沿いに購入した砕石について

は、最低限耕作に支障がない範疇と判断いたしましたので、具体的指示

はしませんでした。総会終了後に委員の代表の方に現地を確認していた

だいたのが 17 時ということでございます。 

 原因は、現場段階での誤認と××××の連携確認不足という内容です。 

 今回の継続審議で許可が 1 カ月遅れることについての影響について

は、明言されませんでしたが、施設全体の竣工時期は、当初計画より遅

れそうで、早くて 9 月末の見通しであるということでした。 

農地法の第 51 条で違反転用に対する処分の規定がありますが、許可

が出ていない無断転用の事案は、農業委員会は違反転用事案を知った時

に報告書を県知事に提出するとともに是正を指導し、指導に応じない場

合は工事の停止を勧告することになります。当事者がそれらの勧告に従

わない場合は、さらにその先に進み、行政手続法の定めるところにより

弁明などの様々な手続きを経て、命令をすることになります。命令に従

わなかった場合は、検察の起訴により罰則規定に基づいて法人の場合 1

億円以下の罰金刑が裁判所で判断されるという流れになっています。 

今回の事案は、入り口の段階で当事者が過失を認めて原状復帰してい

るということで、県知事への報告事案としておりません。 

 5 条申請としての案件内容は、議案書のとおりでありまして、前回総

会時に星又エ門委員に調査していただいた内容の通り、現地は都市計画

区域内の農地であり、事業の確実性という点で資金計画も問題なく、そ

の他近隣農地への影響についても該当なしということで、事務局として

は、議案書のとおり「申請のとおりこれを許可するものとする。」という

内容で提案させていただき、再審議をお願いしたいと考えております。

以上です。 

 

説明が終わりました。 
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ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案の事案番号１について、原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案の事案番号１は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

次に番号２について、地区担当調査員の 26 番 星又エ門 委員から調

査結果の説明をお願いします。 

 

星です。譲渡人が○○○○さん、□□□□。譲受人は息子さんです。

●●●●さん、35歳。××××に勤めています。なお、奥さんは×××

×で、××××のほうに勤めておられます。若い人たちは町内のアパー

トに住んでいたわけですが、今回親の近くに家を建てたいという計画で、

一緒に住むという形になります。同じ敷地内のところに住宅を作りまし

てそこに子供さんと現在 3人ですけども○○○○さんはお母さんと住ん

でいます。資料１をご覧いただきますと、3階建てのように見えますが、

中 2階作りとなっています。そんな形で、議案書の内容のとおりであり、

資金計画も問題なく、第 3種農地で隣接農地もないということで許可相

当であるという意見でございます。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案の番号２について、原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案の番号２は、原案のとおり決定いたしました。 
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次に番号３について、地区担当調査員の 

26番 星又エ門 委員から調査結果の説明をお願いします。 

 

星です。 

譲渡人 ●●●●さん、62歳です。住所は議案書のとおりです。 

譲受人 ○○○○さん、58歳、××××をやっています。会津田島駅

周辺地区土地区画整理事業の区域です。資料２を参考にしてください。

減歩率 23％あります。現在田んぼで、1,176㎡です。ここに、事業で必

要な残土の仮置場、資材置場等に利用するということです。今まで借り

ていた土地が借りられなくなったという理由で、事業継続のため緊急性

があります。賃借料は年間×万円です。非常に安いので貸主に確認した

ところ、水田として非常に条件が悪く生産性が低かったので、×万円で

もいいほうだと判断したということです。譲受人に確認したところ、表

土を５ｃｍほど剥いで、バラスを敷きたいということで、周囲には杭を

打って安全性を確保したいということでした。工事費用として××××

円を計画しています。第 3種農地であり、問題ないと思いますので、よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案の番号３について、原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案の番号３は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号４について、地区担当調査員の９番 渡部昭雄委員から調査結

果の説明をお願いします。 

 

渡部です。番号４について 調査結果を説明します。 

5 月 10 日に譲渡人、代書人の行政書士と会って、話を聞いてきまし

た。譲渡人は××××をされています。所在地は□□□□に行く道路を

□□□□線を渡ってから右に入ったところで。3 階建てのアパートの隣

です。現地はもう何年も耕作していませんが、草刈りはやっていますの

で雑種地の感じです。譲受人は譲渡人の息子さんです。所有権の移転で
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議 長 

 

 

 

土地代は無償ということです。申請事由としては息子さん夫婦が家族も

増える予定であることから住宅を建てたいということで建設用地を探し

ていたところ、父親の所有する閑静で便利な土地があったので選定した

という内容です。当該地は、都市計画区域内の第 3種農地であり、隣接

地も宅地であり、周辺農地への影響もありません。以上です。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案の番号４について、原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案の番号４は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、議案第２号の審議を終了いたします。 

 

日程第６「議案第３号 現況確認証明申請について」を議題といたし

ます。番号１について、地区担当調査員の 26番 星又エ門 委員から調査

結果の説明をお願いします。 

 

 星です。 

番号 1について説明します。 

申請人は、●●●●さん。××××です。自宅は記載のとおりです。

資料 4を見てください。状況は 4ページをご覧ください。写真がありま

すが、だいぶ樹木も大きくなり荒れています。父親が亡くなってから耕

作ができない状況で管理していません。現況は原野化していて、農地へ

の復元は困難であると判断いたします。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙

手願います。本案に対してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 
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議 長 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号１は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号２について、地区担当調査員の 21 番 大竹実委員から調査

結果の説明をお願いします。 

 

21番大竹です。 

番号 2について、説明いたします。 

13日に申請人と一緒に現地で確認してまいりました。資料 5の写真を

見てください。以前はリンゴ畑だったらしいのですが、申請人の父が亡

くなってから管理できなくなり山林化してしまったということです。栗

の木などが太くなっていて、農地への復元は不可能だと判断してきまし

た。許可後は地目変更をして、空いているところに植樹を計画したいと

いうことでした。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号２は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号３について、地区担当調査員の 21 番 大竹実委員から調査

結果の説明をお願いします。 

 

大竹です。 

番号 3について、説明します。13日に申請人と現地を確認してきまし

た。場所は、××××の前です。資料５をみてください。写真では大き

なカラマツ林になっていますが、現在は、伐採してあります。戦後、行

政の指導でカラマツの植栽が進められたときに植えられて、そのままこ

れまでに至ったということです。伐採後は大きな切り株が大量にあり、

農地への復元は困難であると判断してきました。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙



 

 

２６番 

 

２１番 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

１７番 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

手願います。本案に対してご質疑ございませんか。 

 

星です。この辺は××××の計画でつぶれないんでしょうか。 

 

××××とはぶつかりません。 

 

ほかにありませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号３は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号４について、地区担当調査員の 17 番 湯田孝義委員から調査

結果の説明をお願いします。 

 

17番 湯田です。 

申請人は一人暮らしで、旦那さんが亡くなられて以降、20年以上耕作

できずに現在に至っているということで、資料７をご覧ください。だい

ぶ木も大きくなってきてしまいました。5 月 3 日、申請人と東京で暮ら

している息子さんにも立ち会っていただいて現場で確認をしてきまし

た。農地への復元は困難であると見てきました。以上です。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。番号４について原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号４は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号５について、地区担当調査員の 28 番 渡部一男委員が欠席で



 

 

事務局 

(補佐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

 

 

すので、事務局から調査結果の報告をお願いします。 

 

事務局の八木沢です。 

事件番号 8について、事前に調査報告を預かっていますのでご説明い

たします。資料 8をご覧ください。 

1ページに現地の案内図、2ページに公図、3ページから 7ページにか

けて現況の写真となっています。申請地は××××、地目は畑、593㎡、

となっております。申請人が××××在住ということで、担当委員が電

話で聞き取り調査を行っております。荒れ地となっていたところに平成

元年頃、申請人の父親が申請人の兄弟のために××××の××××とし

て建物 2棟を建築したそうであります。ただし、××××がそれほどな

かったためにまもなく廃業して、その後現在まで貸家となっております。

その貸家には現在まで賃借人が居住している状況でございます。現況が、

住宅が建っていること、さらには、住宅に善意の第三者として、賃借人

が居住していますので、そこを農地として復元するのは困難であると考

えます。以上です。 

 

説明が終わりました。ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙

手願います。本案に対してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。）  

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号５は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号６について、地区担当調査員の 2 番 平野恒二委員から調査

結果の報告をお願いします。 

 

 平野です。調査結果の説明をします。 

5 月 8 日に申請人と現地を確認してきました。平成 3 年頃行われた国

道改良工事で、申請地の場所は道路が倍ぐらいに広くなっています。以

前に農作業用の建物が建っていたんですが、移転対象となり現在のとこ

ろに新築したということでありました。資料９をご覧ください。これは

補償工事で建てたということでした。 

復元は不可能でありますので、ご審議のほどお願いいたします。 
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議 長 

 

議 長 

 

 

１０番 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。お諮りい

たします。本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号６は、原案のとおり決定いたしました。 

 

次に番号７について、地区担当調査員の 10 番 斎藤 融委員から調

査結果の報告をお願いします。 

 

10番 斎藤です。 

5月 10日に、地区担当の星清次委員と共に現地を確認してきました。

申請人は××××にお住まいということで、電話で話を伺いました。 

○○○○は、昭和 60年頃から耕作をしておらず、原野化しておりまし

た。●●●●は雑木林になっていて、地元に残っていた後継者が亡くな

ってしまい、管理する人がいなくなってしまったということです。どち

らも、農地に復元することは不可能でありますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、番号７は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第 3号の審議を終了いたします。 

 

日程第７「議案第４号 農用地利用集積計画決定について」を議題と

いたします。事務局から議案の説明をしてください。 

 

事務局の八木沢です。 



(補佐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

(補佐） 

 

 

議案第 4号 農用地利用集積計画決定について、ご説明いたします。 

議案書では 10 ページから 20 ページになります。議案書の 10 ページ

には、利用権設定の全体内訳が書いてあります。11 ページから 20 ペー

ジまでは利用権設定の内容の一覧表になっております。11ページから 13

ページのうち、事件番号 6 番から 10 番、24 番から 57 番の 39 筆につい

きましては、平成 30 年度から 7,500 円の国の直接支払い交付金の廃止

などにより稲作の経営環境が変化してきています。借り受け人の農業経

営が厳しくなってきている中で、貸付側が借り受けを拒否されても自分

で耕作することはできないということで、耕作放棄地化するよりは無償

でも耕作してほしいという希望があり、使用貸借権として設定されてい

ます。11 ページの 20 番のところに、経営面積が０㎡の借り受け人がい

ます。この借受人はサラリーマンを退職されまして、これから農業のほ

うに携わっていきたいということで、とりあえず自宅近くの農地を借り

てそこから農業を始めようということでの利用権設定でございます。 

14 ページから 20 ページまでは、福島県農業振興公社が借り受け人と

なりまして農地中間管理権を取得するものです。以上で説明を終わりま

す。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、議案第４号の審議を終了いたします。 

 

日程第８「議案第５号 農用地利用配分計画（案）に対する意見につ

いて」を議題といたします。 

事務局から議案の説明をしてください。 

 

事務局の八木沢です。 

議案第 5号の農用地利用配分計画（案）に対する意見について説明い

たします。今回の配分計画は「」22 ページから 28 ページまで、●●●

●地区の基盤整備に伴います集団的な土地利用を図るため、議案書記載
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

(補佐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の所有者から借受人との間でそれぞれ 11 年間の期間を定めまして、賃

借権を設定し配分する計画となっています。事務局としましては今回の

配分計画案について、問題ないと考えておりますので、よろしくご審議

のほどお願いいたします。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案は、原案のとおり決定いたしました。 

 

日程第９「議案第６号 南会津農業振興地域整備計画変更（案）に対

する意見について」を議題といたします。 

事務局から議案の説明をしてください。 

 

事務局の八木沢です。 

議案第６号の南会津農業振興地域整備計画変更（案）に対する意見に

ついてご説明いたします。 

今回、農業振興地域内の農地について、農業振興地域整備計画の変更

の申出書が南会津町長に提出されましたので、農業振興地域の整備に関

する法律施行規則の規定により、農業委員会の意見が求められています

ので、変更内容についてご説明いたします。 

資料は 11になります。1ページが案内図、2ページ目には位置図がご

ざいまして、位置図の黄色い部分が農用地区域で、今回赤色の部分が今

回除外をする計画地となっています。 

申請地は、■■■■。地目は田、面積は 534 ㎡。申請の理由は一般住

宅用地として転用計画とするものでございます。農用地区域内農地は転

用許可ができませんので、まず農用地区域から除外の手続きをして、転

用の申請をする流れとなります。本土地の選定理由なんですが、付近に

農用地区域以外の土地はあるのですが、所有者の承諾が得られなかった

ということがありまして××××、××××、××××を所有する所有

者から農地の集団性や営農に影響がないということで■■■■の土地に

ついて合意が得られた、ということであります。この場所について、譲



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

(局長) 

 

 

 

議 長 

 

２７番 

 

 

 

受人の息子夫婦の家がありまして、この真向かいになるということもあ

りまして最も適した場所であるということです。農地の状況ですが、農

振農用地から除外しましても、農地の集団性は保たれるものであると考

えます。東側にある田んぼの日照等を考慮して３．８ｍほど離して家を

建てるということであります。西側は同一所有者なので問題ないという

ことでした。北側は道路と水路になります。南側は水路となっており、

周辺農地の営農に支障を及ぼす恐れはないと思われます。 

以上が農振地域整備計画の変更の内容となりますが、この変更によっ

て、農業振興上、問題ないかご審議いただきまして、その結果を農業委

員会の意見として回答したいと考えていますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。発言のある方は、挙手願います。本案に対

してご質疑ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、本案は、原案のとおり決定いたしました。 

以上で、本総会に付議されました議事案件はすべて終了いたしました。 

 

 次に、協議事項に入ります 

 事務局から、協議案件について説明願います。 

 

（事務局長が、資料に基づき別段面積の設定に向けた考え方として、町

内全域について 30 アール（施行規則第 17 条 1 項）、農振農用地区域以

外の農地について 1 アール（施行規則第 17 条 2 項）であることを説明

し、委員からの意見をいただくよう議長に求めた。） 

 

 説明が終わりました。皆さんからのご意見を求めます。 

  

（星久光委員） 提案に賛成なんですけど、■■■■の方で機械は持っ

ていなくて、経費削減のため××××に機械耕起をお願いして栽培だけ

をしています。コスト削減して約 20 アールの規模をこなしているんで

すけど、そういう参入者もいるっていうことですよね。すべてリースの
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（局長） 

 

 

 

１１番 

 

 

事務局 

（局長） 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局 

（局長） 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

人もいるのでその辺も考慮して検討していただきたいということです。

もう一点は、下限面積のことですが、やがては大規模にやっていきたい

という道を開いておくべきだと思います。自由に農家になれるというレ

ールを敷いてやるのも農業委員会の仕事ではないかと思います。 

 

 新規参入のトマト農家なんかも、全然機械を持っていない人もいらっ

しゃいますし、新規参入者を多く受け入れるには、その辺は柔軟に対応

すべきかと思います。 

 

 許可要件の全部効率利用要件の機械の所有については、原則として必

要なものとして考えております。ご紹介いただいた例のように、具体的

には営農計画等を本人から確認して要件を満たすかどうか判断していた

だくという流れを考えております。 

 

（目黒久一郎委員）1 アールということですが、面積要件を 1 ㎡にする

とか、ゼロにするとか、その辺は法律上できないんですかね。 

 

 単位がアールでの情報提供等をうけていたことからアール単位で考え

ておりました。法的に㎡単位で設定が可能なのかどうか、今後確認いた

します。 

 

その他、ありませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

ないようですので、協議を終了します。本日の協議内容を踏まえて次

回総会に議案として提案することといたします。 

 

次に、報告事項について、事務局から報告してください。 

 

（事務局長が、資料に基づいて、2 アール未満の農業用施設建築届 2

件、許可を履行したことの証明 1件、南会津町農業振興地域整備促進協

議会の委員推薦について報告をする。） 

 

只今の報告事項に関しまして、皆さんの方から、ご質問等はございま

すか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

ないようですので、次に次回総会までの業務日程について、事務局か

ら説明してください。 



 

事務局 

（局長） 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番 

 

 

議 長 

 

職務代

理者 

 

（事務局長 資料に基づいて説明する。） 

 

 何か、ご質問ございませんか。 

 

（質疑なし） 

 その他に入ります。事務局からはないようです。 

その他皆さんから何かありませんか。 

 

（湯田孝義委員が■■■■地区の圃場整備事業における現場での様々な

問題点について、他地区での計画推進時の参考のためとして報告した。） 

 

 その他、なければ、閉会のことばをお願いいたします。 

 

（以上をもちまして、平成３０年度第５回南会津町農業委員会総会を

閉じます。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後２時５５分 

 

上記のとおり、会議次第は書記をして記載せしめたものであるが、そ

の内容が正確であることを証明するためここに署名する。 

 

   

議 長 

 

 

17 番 

 

 

20 番 

 

 


